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　ガスシステム改革と並行して、「LNG

市場戦略」が2016年5月に経済産業

省主導で策定・公表された。1970年

代にLNG（液化天然ガス）の取引が始

まって以降、LNG需要が世界的に成

長する中、欧米ではガス自由化を契

機に取引所を介した取引が拡大し、

主要取引所（米ヘンリーハブ、欧州

NPB〈National Balancing Point〉）に

おける取引価格が価格指標として確

立され、LNG取引における流動性は

大きく高まってきた。

　一方、日本では、LNG需給を反映

する客観的な価格指標が確立されて

おらず、原油価格にリンクした価格

形成が図られてきた経緯がある。こ

うした状況の中、2007年から北米

市場でシェールガスの流通が始まっ

て以降、LNG取引価格の内外格差が

拡大してきており、諸外国と比べ日

本はエネルギー価格の面で不利な環

境になりつつあった。

　こうした状況を踏まえ、将来的な

東南アジア地域におけるLNG需要の

増大などを見据えつつ、「流動性の

高いLNG市場」と「日本LNGハブ」の

実現に向けて策定されたのが「LNG

市場戦略」である。

　東南アジア地域では経済成長に

伴ってLNG需要が成長しており、シ

ンガポール、タイ、インドネシア、マ

レーシアなどでは都市ガスの普及も

進んでいる。

　一方で、東南アジア地域では、ミャ

ンマーやインドネシアなどでLNG採

掘が行われているが、その埋蔵量は

域内需要を満たすには十分ではない

と考えられており、すでに産ガス国の

インドネシアがLNG輸入に踏み切っ

ている。加えてフィリピンなどの産

ガス国でも国内ガス田の枯渇を見据

えてLNG輸入の検討を進めている。

東南アジア地域のポテンシャルや地

域性を考慮すると、日本がLNG取引

のハブになることは十分に考えられ

る。

「LNG市場戦略」の概要
　LNG市場戦略では、流動性の高い

LNG市場を実現するため、①取引の

容易性（Tradability）、②オープンか

つ十分なインフラ（Open Infrastruc-

ture）、③需給を反映した価格指標

（Price Discovery）の3つの基本要素

を確立することを重要視している。

　①取引の容易性については、諸外

国では現物市場・先物市場の取引に

LNG戦略とオープンアクセス
ハブになるには多くの事業者参画が必須

出所：経済産業省資料を基に日本総研作成

表1　「LNG市場戦略」における9つの施策

「LNG市場戦略」の目的
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多数の金融機関・トレーダーが参加

しており、取引量が多い。

　②オープンなインフラについては、

欧米では多数の民間事業者による基

地や貯蔵施設の貸借が頻繁に行われ

ており、現物の受け渡しも容易にで

きる。しかし、日本では、LNG基地へ

の第三者のアクセスが限定されてお

り、すでにLNG事業を行っている事

業者でないと取引に参加しにくいと

いう点を考慮したものである。

　③価格指標については、欧米では

現物市場に加えて先物市場での価格

指標が確立され、先物取引が現物取

引の3 ～ 5倍の厚みを持っているこ

とを意識したものである。

　これら3つの要素を実現するため、

以下のような9つの施策を進めるこ

ととされている。

（1）契約における転売制限（仕向地

　　条項）の緩和・撤廃

（2）円滑なプロジェクト立ち上げと

　　市場育成に資する公的なファイ

　　ナンスの検討

（3）ガス需要・LNG需要拡大による

　　「LNG市場」の厚みの拡大

（4）LNGの迅速な受け渡し

（5）日本のLNGの需給を反映した価

　　格指標の実現

（6）第三者が受け渡しや取引に使え

　　るLNG基地・地下貯蔵・広域パ

　　イプラインの容量拡大

（7）消費国や産ガス国との連携強化

（8）民間プレーヤーとの継続的な対話

（9）今後のレビューと継続的な検討

カギ握る取引市場の確立と
オープンアクセス
　LNG市場では、すでに東京商品取

引 所 とJapan OTC Exchange（JOE）

がDES Japan（日本着船渡し）のLNG

を対象とした取引所を開設してい

る。しかし、取引価格がリム価格（民

間のエネルギー市況情報会社が算定

した価格）であることなどが市場参

画者に敬遠され、あまり活性化して

いるとは言い難い状況にあるように

思える。

　今後、エネルギー分野の先物取引

では、東京商品取引所が電力先物市

場の創設を予定しているが、電力先

物取引市場の開設を契機として、エ

ネルギー分野の先物取引のマーケッ

トメイクが進めば、LNG先物市場の

開設などにも弾みがつくだろう。

　一方、現物取引という観点からは、

LNG基地に代表されるLNGインフラ

のオープンアクセスが重要だ。ガスシ

ステム改革でもすでにLNG基地開放

は規定路線で、改正ガス事業法第89

条及び第90条では、ガス製造事業

者は、①正当な理由がなければ当該

LNG基地の利用に係る第三者からの

依頼を拒んではならないことに加え、

②当該タンクにおけるLNGの貯蔵余

力の見通しなどを公表することが求

められている。具体的には、ガス製

造事業者が保有する容量20万kℓ以

上のLNG基地（タンク）を対象に、次

のような情報の公表が義務づけられ

る方向だ。

（1）当該LNG基地のタンクにおける

　　LNGの貯蔵余力の見通し

（2）当該LNG基地の気化器における

　　気化余力の見通し

（3）当該LNG基地に受け入れることが

　　可能と見込まれるLNG船の船型

（4）当該LNG基地に受け入れること

　　が可能と見込まれるLNGの品質

（5）配船計画のおおよその策定スケ

　　ジュール

　LNG取引の厚みを増加させるには、

多数の事業者の参画が必須である。

金融機関などの事業者が参画しやす

い現物・先物双方の取引市場の確立、

そして既存のLNG取扱事業者以外の

新規参入者が現物を取り扱うことが

可能になるインフラへのオープンアク

セスの双方が重要である。

表2　ガス製造事業者が公表すべき事項

出所：経済産業省資料を基に日本総研作成


